
和議第９１号  

 

企業主導型保育事業の充実と改善を求める意見書（案） 

 

  国では、平成２８年度に創設された企業主導型保育事業を活用し、企業内保育

所の整備を推進しており、平成２９年度では継続分を含め５万９７０３人分の助

成を決定している。今回、平成３０年度の募集を行ったところ、募集枠の２万人

分程度を大幅に上回る５万１４９９人分の新規申請があり、枠の拡大があったも

のの、審査会による審査の結果、１万６２３０人分が不採択となった。 

「すべての女性が輝く社会づくり」は政府の最重要政策のひとつであり、待機

児童の解消は国家的課題であるにもかかわらず、予算上の理由により計画されて

いた企業内保育所の整備が一部遅れる結果となった。 

一方で、既に助成が決定した企業内保育所の中には、多額の助成金を目当てに

したずさんな経営や甘い見通しで、短期間に閉鎖・撤退したり、大幅な定員割れ

を起こすなどの事例が報告されており、保育の質の確保や事業の継続性、指導監

査のあり方などについて検証するとともに、改善策を検討する必要が生じている。 

よって、国においては待機児童解消に向けた子育て基盤の整備を一層推進する

ため、企業主導型保育事業については次年度以降も継続することはもとより、事

業内容の充実と改善を図るとともに、十分な財政措置を行うよう強く求める。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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